
弁護⼠報酬規程
（令和4年8⽉版）

はるき法律事務所
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はじめに

以降の⾦額は全て消費税抜きです。
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法律相談料

最初の１時間 １０，０００円
以降30分ごとに５，０００円
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弁護⼠報酬の種類（１）
＜３つの型＞
１ 着⼿⾦・⽇当・報酬⾦

受
任

着⼿⾦

※ 成功・不成功を問わず、
返還致しません

終
了

報酬⾦

※ 終了した場合に、成功の
度合によって頂戴します

⽇当

※ 事務所の外で⾏動した場
合に頂戴する場合があります
（1⽇あたり3万円〜）。
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弁護⼠報酬の種類（２）
２ ⼿数料

受
任

終
了

⼿数料

※ １回程度の事務処理で終了する
案件や、報酬⾦を頂戴するのになじ
まない案件については、受任時のみ
にお⽀払い頂きます。

※ 報酬⾦を頂きません。
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弁護⼠報酬の種類（３）
３ 顧問料

継続的に法律業務を依頼された場合に、毎⽉頂きます。

※ 毎⽉の⾦額については、顧客の規模、業務量等により、
提案致します（５万円〜）。
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弁護⼠報酬額（１）
＜１ 基本＞
経済的利益をもとに算出します。

【経済的利益とは】
事案の処理によって依頼者様に認められた利益をお⾦に
換算したものです。

ただ、着⼿⾦と報酬⾦とでは、その意味が若⼲異なりま
す。
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弁護⼠報酬額（２）

着⼿⾦：事案において相⼿に請求した利益をお⾦に換算したもの

報酬⾦：事案の処理によって依頼者様に認められた利益をお⾦に
換算したもの
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弁護⼠報酬額（３）

＜注意＞
依頼者様が⾦銭等を請求した場合、経済的利益はあくまで
「依頼者様に認められた利益」であって、「依頼者様が現実
に得た⾦銭」ではありません。
例えば、裁判をして依頼者様が１００万円の⽀払を受けるこ
とができる判決を得たとします。この場合、「依頼者様に認
められた利益」は１００万円です。もし相⼿⽅が判決どおり
に払わなかったとしても、経済的利益は１００万円となりま
す。
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弁護⼠報酬額（４）
※ 経済的利益の具体例
① 依頼者様が請求する場合
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⾦銭を請求する場合 請求する⾦額
賃料増減を請求する場合 増減される部分の７年分の額
物の所有権についての争いの場合 対象物の時価相当額
物の所有権以外の権利についての争いの場合 対象物の時価相当額の２分の１
詐害⾏為取消権についての争いの場合 取り消す権利の額
共有物分割を請求する場合 対象物の時価の３分の１
遺産分割を請求する場合 対象となる相続分の時価相当額
遺留分侵害額を請求する場合 対象となる遺留分に相当する額
裁判等で認められた権利の強制執⾏をする場合 認められた権利の時価相当額



弁護⼠報酬額（５）
② 依頼者様が請求された場合
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⾦銭を請求された場合 請求を否定する⾦額
賃料増減を請求された場合 増減の請求をされた部分の７年分の額
物の所有権についての争いの場合 対象物の時価相当額
物の所有権以外の権利についての争いの場合 対象物の時価相当額の２分の１
詐害⾏為取消権についての争いの場合 取り消す権利の額
共有物分割を請求する場合 対象物の時価の３分の１
遺産分割を請求する場合 対象となる相続分の時価相当額
遺留分侵害額を請求する場合 対象となる遺留分に相当する額



弁護⼠報酬額（６）
＜２ 算出⽅法＞
１ 着⼿⾦
経済的利益をもとに、次のとおり算出します。

経済的利益 着⼿⾦の額

300万円以下の部分 8％

300万円を超え、3000万円以下の部分 5％

3000万円を超え、3億円以下の部分 3％

3億円を超える部分 2％
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弁護⼠報酬額（７）
２ 報酬⾦
経済的利益をもとに、次のとおり算出します。

経済的利益 報酬⾦

300万円以下の部分 16％

300万円を超え、3000万円以下の部分 10％

3000万円を超え、3億円以下の部分 6％
3億円を超える部分 4％

13



弁護⼠報酬額（８）
３ 算定例
① 相⼿⽅に７００万円の請求をしたところ、相⼿⽅から
５６０万円を得た。
→着⼿⾦：300万円×８％+400万円× 5％＝44万円
報酬⾦：300万円×16%+260万円×10％＝74万円

② 相⼿⽅から１５００万円の請求をされたところ、相⼿⽅
に１２００万円を⽀払うことになった。
→着⼿⾦：300万円×8％+1200万円× 5％＝84万円
報酬⾦：（1500万円−1200万円）×16％＝48万円
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弁護⼠報酬額（９）

③ 相⼿⽅に⼟地（評価額２５００万円）の明渡しを求めた
ところ、相⼿⽅がその⼟地を明け渡すことになった。
→着⼿⾦：300万円×8％＋2200万円× 5％＝134万円
報酬⾦：300万円×16％＋2200万円×10％＝268万円
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弁護⼠報酬額（10）
＜２ 案件別の報酬額＞
＜１ 基本＞を適⽤せずに算定する個別の案件があります。
⺠事事件：契約書チェック、契約書作成、内容証明郵便作成

契約交渉案件、⺠事保全事件、債務整理事件
会社設⽴業務、会社資⾦調達関連業務、事業承継、Ｍ＆Ａ、
デューデリジェンス案件、会社事業スキームアドバイザリー案件

家事事件：遺⾔作成、遺⾔執⾏、成年後⾒申⽴事件、任意後⾒契約
財産管理契約、離婚事件

刑事事件：被疑者弁護、被告⼈弁護
少年事件：付添⼈業務、被疑者弁護、被告⼈弁護
⺠事・家事事件：調停・訴訟となる場合
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弁護⼠報酬額（11）
【契約書チェック】
⼿数料：１通3万円~
※ 分量、難度、所要⾒込時間によって異なります。

【契約書作成】
⼿数料：１通5万円〜
※ 分量、難度、所要⾒込時間によって異なります。

【内容証明郵便作成】
⼿数料：１通5万円〜
※ 分量、難度、所要⾒込時間によって異なります。
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弁護⼠報酬額（12）
【契約交渉案件】

交渉する対象の経済的利益 着⼿⾦ 報酬⾦

300万円以下の部分 2％（最低50,000円） 得られた財産の額の4％

300万円を超え、3000万円以下の部分 1％ 得られた財産の額の2％

3000万円を超え、3億円以下の部分 0.5％ 得られた財産の額の1％

3億円を超える部分 0.3％ 得られた財産の額の0.6％
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弁護⼠報酬額（13）
【⺠事保全事件】
(1) 仮差押
着⼿⾦：10万円〜
報酬⾦：10万円〜

(2) 仮差押以外
着⼿⾦：25万円〜
報酬⾦：25万円〜
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弁護⼠報酬額（14）
【債務整理事件】
(1) 任意整理

⼿数料：債権者１件あたり５万円〜
(2) 破産・会社整理・特別清算・会社更⽣

申⽴内容 ⼿数料
⾃⼰破産（⾮事業者） 30万円〜
⾃⼰破産（事業者） 50万円〜
⾃⼰破産以外の破産 50万円〜
会社整理 100万円〜
特別清算 100万円〜
会社更⽣ 250万円〜
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弁護⼠報酬額（15）
【⺠事再⽣】

申⽴内容 ⼿数料

事業者の⺠事再⽣ 100万円〜

⾮事業者の⺠事再⽣ 50万円〜

⼩規模個⼈再⽣ 30万円〜

給与所得者等再⽣ 40万円〜
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弁護⼠報酬額（16）
【会社設⽴業務】
⼿数料：１会社あたり15万円〜

【会社資⾦調達関連業務】
着⼿⾦：15万円〜
報酬⾦：30万円〜
※ 調達額、出資者数、難度によって異なります。
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弁護⼠報酬額（17）
【事業承継】
⼿数料：１件あたり50万円〜
※ 会社の資産規模、難度によって異なります。

【Ｍ＆Ａ】
着⼿⾦：１会社あたり50万円〜
報酬⾦：１会社あたり100万円〜
※ 会社の資産規模、難度によって異なります。

【デューデリジェンス案件】
⼿数料：買収額の２％〜
※ M＆Aの規模、難度によって異なります。
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弁護⼠報酬額（18）
【会社事業スキームアドバイザリー案件】
⼿数料：１件あたり30万円〜
※ 会社の資産規模、難度によって異なります。
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弁護⼠報酬額（19）
【遺⾔作成】
(1) 遺⾔案作成
⼿数料：５万円〜
※ 資産の額によって異なります。

(2) 公正証書遺⾔作成（案の作成、公証⼈との協議、遺⾔作成
⽴会を含む）
⼿数料：15万円〜
※ 資産の額によって異なります。
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弁護⼠報酬額（20）
【遺⾔執⾏】

資産の総額 報酬⾦

300万円以下の部分 30万円

300万円を超え、3000万円以下の部分 資産の総額の3％

3000万円を超え、3億円以下の部分 資産の総額の1.5％

3億円を超える部分 資産の総額の0.7%
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弁護⼠報酬額（21）
【成年後⾒事件】
⼿数料：20万円〜
※ 資産の額によって異なります。

【任意後⾒契約】
⼿数料：5万円〜（案の作成、公証⼈との協議を含む）
報酬⾦：⽉額5000円〜

【財産管理契約】
⼿数料：５万円〜
報酬⾦：⽉額5000円〜
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弁護⼠報酬額（22）
【離婚事件】
着⼿⾦：40万円〜
報酬⾦：① 離婚した場合

40万円〜
② 親権者となった場合

20万円〜
③ 財産分与・慰謝料等の経済的利益を受けた場合

得られた財産の額の５％
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弁護⼠報酬額（23）
【刑事事件】
(1) 被疑者弁護
着⼿⾦：30万円〜
報酬⾦：① 不起訴となった場合

30万円〜
② 釈放された場合

20万円〜
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弁護⼠報酬額（24）
(2) 被告⼈弁護
着⼿⾦：30万円〜

※ 被疑者弁護から引き続き⾏う場合には10万円〜
報酬⾦：① 保釈された場合

20万円〜
② 懲役刑の実刑・死刑以外の場合

30万円〜
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弁護⼠報酬額（25）
【少年事件】
(1) 付添⼈業務
着⼿⾦：30万円〜
報酬⾦：① 審判不開始または不処分となった場合

50万円〜
② 保護観察となった場合

30万円〜
(2) 被疑者弁護、被告⼈弁護
【刑事事件】によります。
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弁護⼠報酬（26）
【調停・訴訟となる場合（⺠事事件・家事事件）】
(1) 調停
⼿数料：着⼿⾦・報酬⾦とは別個に１回あたり10万円〜

(2) 訴訟
⼿数料：着⼿⾦・報酬⾦とは別個に１回あたり10万円〜

※ 控訴・上告をする場合も、１回あたり10万円
〜となります。
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実 費
(1) 含まれるもの
交通費、裁判所に納める費⽤、印紙・切⼿・郵送代など、
弁護⼠報酬以外の全ての出費を含みます。

(2) 実費の⽀払時期・⽅法
印紙代・切⼿代は着⼿時にお預かりします。その他の実費は
基本的には案件終了時に精算しますが、⾦額によっては
協議の上予め⼀定額をお預かりすることもあります。
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